
自治体法務(解釈・運用 )研修 第2回
～事例研究から解釈・運用能力を高める～

平成24年 10月 2日 (火 )～ 10月 3日 (水)2日 間

職員 (主任級)で指定する者
職員 (主査級・一般職員 (主任級))
認可等の実務経験者対象
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8月 24日 (金 )

15名

中央大学法学部卒。東京都庁へ入庁。総務局法務部
法務第一課、民事訟務課、不服審査法務室、総務局
文書課、水道局法務担当係長補佐を歴任後再び管理

職として法務部副参事及び訟務担当課長を務める。通

算20年間訟務実務に就き400件以上の行政・民事・
労働事件本案訴訟を指定訴訟代理人として担当。退
職後、国立大学法人熊本大学大学院法曹養成研究科
(法科大学院)教授就任 (地方自治法、公務政策法務
専攻)。 平成22年 3月 熊本大学定年退職。

◎市町村職員との合同研修

※お昼休憩は、12:00～ 13 00を予定しております。

・研修の進め方、内容が変更になることもございますので、ご了承ください。
・休憩時間は講師が適宜指示します。
・グループ編成がある場合、講師の指示により机の配置等にご協力をお願いします。

道庁別館9階 第1研修室
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林 勝美
(一般社)日本経営協会講師
(元)国立大学法人熊本大学大学院

法曹養成研究科 (法科大学院)教授

地方分権の進展に伴い重要性が増す
自治体法務を先進事例を素材として、
事例研究やグループ討議を行うことで、
条例制定や改定に必要な基礎力を身に
つけます。

蜻用吻鋏※初日の受付は9:25までにお願いします

●開講 オリエンテーション

● 自治体法務・政策法務とは何か

● 自治体の事務と法律による行政

●地方分権と自治体の政策法務

● 自治体の法務の位置付け

● 自治立法権の活用上の問題点

● 自治体法務と自治体立法のあり方

蝙躙

●政策法務と条例 ,規則の立案

●条例・規則の構成

●政策法務能力の向上

●政策法務演習、グループ討議

●発表、講評

徊赳暉麒 ●確認テスト
ロ研修報告書作成 閉講

隕躙

蜃鱚赳鰺財
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事例研究などを通して、基礎的な法的政策能力を修得する。
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北海道職員研修センター:http://melon/branch/010_soumuん 闘Иnika/600/kensyu― top.htm


